
☆スマホ塾 地域のデジタル化支援事業

日時：①２月 ６日（金） 両日とも
② ２５日（水） １３：３０～１５：３０

内容：「インターネット」について学んでいきます。

気になることはどんどん質問してみましょう。
講師：ドコモショップ 橋本西店 さん

定員：２０名（先着順） どなたでもどうぞ

いき南公民館だより
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壱岐南公民館 福岡市西区戸切２-１８-２０
☎８１２－０６８６ fax８１２－６７５５

E-mail  ikiminami94@jcom.home.ne.jp
ブログ http://ikiminamiko.blogspot.com/

裏面も
ご覧下さい

【臨時休館日のお知らせ】
２月の臨時休館日は、２２日（日）です。
ご利用の方は１０日前迄に申請ください。利用申請がない場合、休館します。
３月の臨時休館日は２９日（日）です。

その他の ２月の予定 ※予定が変更になる場合があります。

２ 月 配食 社協事務局会 文化振興会（役）

３ 火 人尊協役員会

４ 水 体育振興会（役）

５ 木 橋本NTサロン

６ 金 男女共同参画推進会議（役）

８ 日 マイナンバー申請（１４時～）

９ 月 配食

１０ 火 衛生連合会（役）

１２ 木 青少年育成会（定）

１３ 金 子ども会育成会（定）

１６ 月 配食 文化振興会（定）

１７ 火 生活環境委員会（役） 人尊協理事運営委員会

１８ 水 壱岐・野方商店連合会理事会

１９ 木 のるーと連絡会議

２０ 金 民児協懇談会

２１ 土 男女共同参画推進会議（定）

２４ 火 社協理事会 LCI会議

２７ 金 自治会長会 交通安全推進委員会

人 尊 協 コ ラ ム

【LINE】

お気軽に

どうぞ！

会場記載のないものは、いずれも公民館で行います。

申込みは ２月２日(月)から受付けます。
公民館に連絡下さい。

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

Winterシアター in いきみなみ
日時：２月１９日（木） １３：３０～１５：３０
内容：お楽しみ上映会
定員：５０名（先着順）

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

にぎにぎ体操 （簡単でゆるやかな体操）
毎週月曜日 １４：００～（２３日はお休みです）

《行政相談》

１８日（水）
１０時～１２時

公民館ロビーにて

お気軽にお越し
ください。

【2025年度 人権標語 最優秀作品】 一般の部
大丈夫ですか？そのひとことで

笑顔の輪が広がるまち

☆ハッピーランド 乳幼児ふれあい学級

おひなさま作り
日時：２月２０日（金） １０：３０～１２：００
講師：野中 かおり さん 柴田 道子 さん

定員：１０組（先着順）
持ってくるもの：飲み物・タオル

2025年度町別人権研修を終えて

本年度の町別人権研修は全自治会で開催されました。
それぞれの研修テーマは異なっていますが、障がいに
関することが多く取り上げられました。障がい者が感
じる不便・いらだちと、健常者が無意識に発している
言葉や行動による行き違いが、偏見・差別・いじめに
つながり、それが人権侵害となっていると気づかされ
ました。
私たちの人権に対する意識づけを高めるには、各自

治会で毎年開催される町別人権研修を通じて、学びあ
うことだと信じて、これからも町別人権研修を行って
いきたいと思っています。

（いきみなみ人権尊重推進協議会）

【金曜ウォーク】 ２月 ６・１３・２０・２７日
１０時～１時間程度

寒い日が続きますが、飲み物を持参のうえ動きやすい
服装でご参加ください。校区内を中心にウオーキングします。

（衛生連合会）

☆おとな会 公民館主催事業

利き酒講座～おいしいお酒の味わい方とは～
日時：２月２８日（土） １８：００～２０：００
内容：おいしい日本酒の味わい方とは…。お話をきいてより

おいしくいただくポイントを学びます。
講師：日本名門酒会 山村 寛恒 さん

溝口酒店 木付 智美 さん他

定員：２０名（先着順）
定員になり次第締め切ります。

参加費：1人２０００円（当日集めます）
※当日は車・自転車での来館はご遠慮ください。

☆スポサポ 地域体育振興事業

ニュースポーツ大会
日時：２月１５日（日） ９：１５～１２：００
内容：ボッチャ・ラダーゲッター・モルックを行います。

お友達や家族と一緒に楽しんでみませんか。
詳しくは各自治会の体育委員におたずね下さい。

講師：体育振興会・スポーツ推進委員のみなさん
場所：壱岐南小学校 体育館
持ってくるもの：上靴・タオル・飲み物

運動ができる服装でお越しください。
（体育振興会・青少年育成会 共催）

mailto:ikiminami94@jcom.home.ne.jp
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健 康 運 動 教 室
日 程：２月１２日（木）・２６日（木） １５：００～１６：００
内 容：簡単なストレッチや音楽に合わせて

エクササイズをおこないます。
講 師：村上華林堂病院 リハビリテーション科
定 員：20名（先着順）
持ってくる物：タオル・上靴・飲み物

運動ができる服装でお越しください。
申込み：２月２日より受け付けます。公民館まで連絡下さい。

スマスマさろん
日 時：２月１３日(金)・２７日(金)

10：30～12：30
対 象：０歳～就学前の子供と保護者

妊娠されている方
持ってくる物：水筒(大人の方も）・タオル・スリッパ

※２７日(金)は福岡市児童家庭支援センター「SOS子
どもの村西部」から公認心理師の方が来られて、子育
てに関する悩みや心配ごとなど、さまざまな相談に応
じます。この機会にお話ししてみませんか。

☆スタッフ募集中です☆

≪資源物の回収≫ 毎週 土・日曜日 ９：００～１７：００

回収場所：壱岐団地南集会所内紙リサイクルステーション

回 収 物 ・新聞 ・チラシ広告 ・アルミ缶 ・一升瓶
・ビール瓶 ・段ボール・雑紙
・その他紙類（雑誌 空き箱 紙袋 など）

※ペットボトルや小さい空き瓶は受け付けません。

【壱岐南校区リサイクルステーション運営委員会】

①公民館新規・継続利用「利用許可申請書」の提出に
ついて

令和８年度も、継続的に利用したい諸団体・サークルは、

「利用許可申請書」に必要事項を記入し、２月２８日（土）
《期日厳守》までに必ず公民館に提出して下さい。「利用許可
申請書」は公民館窓口に準備しています。

※公民館サークルの申請には、原則として次のような
条件が必要です。

・営利目的ではなく、活動内容が公民館の利用目的に
ふさわしいものであり、会員による自主運営であること。
・会員は校区住民が主体で、おおむね５名以上であること。
・会費が適正であること。
・人権学習、公民館事業等への参加協力をすること。
・講師による申請は認められません。

【利用期間 令和８年4月1日～令和９年３月31日まで】

新規サークルを希望される方は、２月末日までに公民館へ
お問い合わせください。

すべてのサークル活動については、３月の公民館運営懇
話会に諮り、決定いたします。不明な点は公民館までお問
い合わせください。

②公民館サークル一斉清掃
３月７日（土）９時から行います。館内サークルは公民館、
館外サークルは小学校体育館に集合して下さい。

上靴とぞうきんをご持参ください。各サークルから１名以上
の参加をお願い致します。

☆ 公民館からお知らせ ☆

※詳しくは公民館（☎８１２－０６８６）まで、お尋ねください。

令和８年度 市県民税申告について
混雑緩和のため、郵送提出をお願いします。

持参提出の場合は以下で受付します。

場所 受付日時

さいとぴあ（1階）

第１会議室

２/2（月）11：00～16：00
2/3（火）14：00～17：00
２/4（水）10：00～16：00

西区役所
課税課

２階２２番窓口

２月１６日(月)～３月１６日(月)
（土・日曜・祝休日は除く）
午前９時～午後４時

●申告が必要な人
令和８年１月１日現在市内に住所があり、前年中に所得が
あった人

●申告が不要な人
①税務署へ所得税の確定申告書を提出する人
②所得が給与だけで、勤務先から給与支払報告が市に提
出されている人

③公的年金のみの受給者で、医療費、生命保険料などの
控除がない人

●申告に必要なもの
①本人確認書類（免許証、保険証など）
②マイナンバーカードまたは通知カード
③給与・年金の源泉徴収票等の所得が分かる資料
④医療費の明細書や保険料の控除証明書などの各種
控除証明書類 【問い合わせ先】

区課税課895－7017 Ｆ883－8565

公民館からのお知らせ

忘れ物はありませんか？

公民館にある忘れ物・落し物は、２月末で処分しますの
で、心当たりのある方は２月末までに、公民館窓口まで
お問い合わせください。

SNSで勧誘される詐欺的な暗号資産の投資話被害回復
は困難です

● SNSなどで知り合った面識のない相手から暗号資産
等の投資を勧められたら、詐欺的な投資話を疑ってくだ
さい。

● 暗号資産交換業を行う事業者は、金融庁・財務局への
登録が必要です。事前に必ず金融庁のウェブサイトで登録
の有無を確認してください。

同サイトには、無登録業者として警告がなされた業者の掲
載もあります。無登録業者とは取引しないでください。

● 暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落し
て損をする可能性があります。たとえ取引相手が登録業
者でも、こうしたリスクや契約内容を十分に理解できなけ
れば契約をしないでください。

●いったん振り込んでしまうと、被害回復は
極めて困難です。相手の説明に不信感や疑
問を抱いたら、すぐにお住まいの自治体の
消費生活センターや最寄りの警察に相談
してください

（消費者ホットライン188、
警察相談専用電話「#9110」番）。 「©Kurosaki Gen」




